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熱
中
症
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

脱
水
と
体
温
の
上
昇
を
抑
え
る
こ

と
が
基
本
で
す
。

●
暑
さ
を
避
け
る

●
小
ま
め
に
水
分
を
補
給
す
る

●
暑
さ
に
備
え
た
体
づ
く
り
を
す
る

（
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど
で
汗
を
か
く
習
慣
を
）

　

気
温
だ
け
で
は
熱
中
症
の
危
険

性
は
判
断
で
き
ま
せ
ん
。
暑
さ
指
数

（
W
B
G
T
）と
は
、気
温
、湿
度
、輻

射
熱（
日
差
し
な
ど
）か
ら
な
る
熱
中

症
の
危
険
性
を
示
す
指
標
で
、「
危

険
」か
ら「
ほ
ぼ
安
全
」ま
で
5
段
階

あ
り
ま
す
。日
頃
の
行
動
の
目
安
に

し
ま
し
ょ
う
。
暑
さ
指
数
は
環
境
省

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
記
を
読
み
取

り
）で
確
認
で
き
ま

す
。

　

今
年
4
月
か
ら
、こ
れ
ま
で
の「
熱

中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
」に
加
え
て
、一

段
上
の「
熱
中
症
特
別
警
戒
ア
ラ
ー

ト
」が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

熱
中
症
特
別
警
戒
ア
ラ
ー
ト
は
、

過
去
に
例
の
な
い
危
険
な
暑
さ
が
予

想
さ
れ
る
日
に
発
表
さ
れ
ま
す
の

で
、い
つ
も
以
上
に
熱
中
症
対
策
と
体

調
の
変
化
に
気
を
配
り
ま
し
ょ
う
。

●
不
要
不
急
の
外
出
は
避
け
、昼
夜

を
問
わ
ず
エ
ア
コ
ン
な
ど
を
使
用
す
る

●
高
齢
者
や
子
ど
も
へ
周
囲
の
人
か

ら
声
か
け
を
す
る

●
の
ど
が
渇
く
前
に
小
ま
め
に
水
分

補
給
を
す
る 　

●
屋
外
で
の
運
動
は
、原
則
中
止
や

延
期
を
す
る　

な
ど

　

熱
中
症
特
別
警
戒
ア
ラ
ー
ト
な
ど

の
発
表
状
況
は
環
境
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

　

北
九
州
市
で
は
、熱
中
症
特
別
警

戒
ア
ラ
ー
ト
の
対
象
日
な
ど
に
、暑

さ
か
ら
避
難
す
る
施
設（
ク
ー
リ
ン

グ
シ
ェ
ル
タ
ー
）と
し
て
、市
民
セ
ン

タ
ー
と
市
立
図
書
館
を
開
放
し
ま
す
。

ご
自
宅
で
の
暑
さ
対
策
が
難
し
い
場

合
は
、必
要
に
応
じ
て
利
用
を
ご
検

討
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
�
を
。
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
下

記
を
読
み
取
り
）で
も

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

日
常
生
活
に
お
け
る
熱
中
症
予
防

避
難
施
設
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

「
暑
さ
指
数
」を
行
動
の
目
安
に

♥保健福祉局健康推進課☎582・2018

　　

▲環境省「熱中症
　予防情報サイト」

▲詳細は
　コチラから

▲YouTube
　「みんなの熱中症
　NEWS北九州編」

ム
ー
ブ
フ
ェ
ス
タ
を
開
催
し
ま
す

　
❶
野
々
村
友
紀
子
さ
ん
講
演
会

　

テ
ー
マ
は「
野
々
村
友
紀
子
式 

も
の

の
伝
え
方
」。7
月
6
日（
土
）13
時
30

分
〜
15
時
10
分
。
�
5
0
0
人
。
�

あ
り
。

　

テ
ー
マ
は「
ム
ー
ブ
で
つ
な
が
り

未
来
を
拓
く
」。
7
月
6
日（
土
）〜

27
日（
土
）、ム
ー
ブ（
小
倉
北
区
大

手
町
）で
。

　
�


電
話
で
❶
は
6
月
1
〜
20

日
、❷
は
6
月
1
日
〜
7
月
5
日
に

�
先
へ
。

も
可
。
託
児（
有
料
）は

�
を
。

  

♥住所地の区役所
　介護保険担当係

♥ムーブ事業課　☎288・6262

▲野々村友紀子さん▲THE SOULMATICS

　

今
年
度
は
3
年
ご
と
の
見
直
し

の
年
に
あ
た
り
ま
す
。
納
入
通
知
書

を
6
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
、

金
額
・
納
付
方
法
な
ど
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
能
力
に
応
じ
た

　

保
険
料
段
階
が
第
2
・
3
段
階
の

人
の
う
ち
、保
険
料
の
支
払
い
が
困

難
で
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

は
軽
減
さ
れ
ま
す
。ま
た
、災
害
な
ど

令
和
6
年
度
か
ら
の
65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

▲65歳以上の人
　（第1号被保険者）の
　保険料はコチラ　

保
険
料
改
定
の
ポ
イ
ン
ト

保
険
料
の
軽
減
な
ど

保
険
料
と
な
る
よ
う
に
保
険
料
段
階

を
全
体
で
15
段
階
と
す
る
と
と
も
に
、

基
金
の
活
用
な
ど
を
行
っ
て
保
険
料
の

上
昇
を
で
き
る
だ
け
抑
え
ま
し
た
。

■令和６年度からの６５歳以上の介護保険料

段　階 対 象 範 囲 保険料率 年間保険料額

第１段階
80万円以下

基準額×0.285
2万2530円
(月額約1880円)

3万4390円
(月額約2870円)

11万8600円
(月額約9890円)

9万8830円
(月額約8240円)

9万4880円
(月額約7910円)

9万930円
(月額約7580円)

8万6970円
(月額約7250円)

7万9070円
(月額約6590円)

7万1160円
(月額5930円)

5万4160円
(月額約4520円)

13万4410円
(月額約1万1200円)

18万9760円
(月額約1万5820円)

18万1860円
(月額約1万5160円)

16万6040円
(月額約1万3840円)

15万230円
(月額約1万2520円)

基準額×0.435

基準額×0.685

基準額

基準額×1.1

基準額×1.15

基準額×1.2

基準額×1.25

基準額×1.5

基準額×1.7

基準額×1.9

基準額×2.1

基準額×2.3

基準額×2.4

基準額×0.9

120万円超

80万円超
120万円以下

80万円以下

80万円超

80万円未満

80万円以上
120万円未満

120万円以上
160万円未満

160万円以上
210万円未満

210万円以上
320万円未満

720万円以上

620万円以上
720万円未満

520万円以上
620万円未満

420万円以上
520万円未満

320万円以上
420万円未満

生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者 
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

第14段階

第15段階

本
人
が
市
民
税
非
課
税

本
人
が
市
民
税
課
税

世帯全員が
市民税非課税

世帯の中に
市民税課税
の人がいる

本人の前年の
「介護保険条例上の合計所得金額」が
右記に該当する

本人の前年の
「課税年金収入額」＋
「介護保険法施行令上の
合計所得金額」－

「公的年金等に係る
雑所得」
で算出した額が
右記に該当する

で
保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合

も
減
免
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
申
請
が
必
要
で
す
。

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
を
改
定

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
を
改
定

　

熱
中
症
は
、暑
さ
の
増
す
5
月
ご

ろ
か
ら
発
生
し
、梅
雨
明
け
後
、最
初

に
厳
し
い
暑
さ
が
続
い
た
時
期
に
急

増
し
ま
す
。高
齢
者
や
子
ど
も
は
特
に

注
意
が
必
要
で
す
。

❷
ゴ
ス
ペ
ル
コ
ン
サ
ー
ト

　

ゴ
ス
ペ
ル
グ
ル
ー
プ
、　
　
　
T
H
E

S
O
U
L
M
A
T
I
C
S

　
　
　
　
　
　
　
　

　
が
出
演
。

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
は
上
津
役
中
学
校

ダ
ン
ス
部
に
よ
る
演
舞
も
あ
り
。
7

月
27
日（
土
）14
〜
15
時
40
分
。
�

4
5
0
人
。

ふ
く　

し
ゃ
ね
つ

ひ
ら

熱
中
症
特
別
警
戒
ア
ラ
ー
ト
に

注
意
を
！
　

　

熱中症予防について
分かりやすく説明した
動 画（右 記を読 み 取
り）をご覧ください。

※熱中症特別警戒アラート・クーリングシェルターに
　ついては、環境局環境監視課☎582・2290へ問を。   
　　


